
 

 

藤井寺市柏原市学校給食組合公平委員会の公印に関する規程 

 

昭和 50 年 9 月 1 日 

公平委員会規程第 1号 

 

第１条 公平委員会の印章については、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。 

第２条 公印は次のとおりとする。 

⑴ 藤井寺市柏原市学校給食組合公平委員会之印 

⑵ 藤井寺市柏原市学校給食組合公平委員会委員長之印 

２ 公印のひながたは、別記による。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する 

 

別記   
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藤 井 寺 市 

柏 原 市 学 

校 給 食 組 

合 公 平 委 

員 会 之 印 

 

 

 

 

 

藤井寺市柏 

原市学校給 

食組合公平 

委 員 会 委 

員 長 之 印 

 


